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１ 富山県認知症高齢者実態調査実施要綱 

 

 

１ 調査の目的 

  この調査は、認知症高齢者の増加が加速する中、県内在住の認知症高齢者の実態を把握し、

高齢化・重度化に応じた、より適時適切かつきめ細かな認知症ケアを提供するための基礎資料

とする。 

 

２ 調査の実施主体及び協力団体 

  この調査は、富山県が各市町村、医師会、精神科医会、保健・福祉・医療の関係機関や関係

団体等の協力を得て実施する。 

 

３ 調査実施委員会の設置 

  この調査の内容及び調査の方法、調査結果の分析、その他必要事項を検討するため、富山県

認知症高齢者実態調査実施委員会を設置する。 

  委員会の構成は、別に定める委員会設置要綱による。 

 

４ 調査の構成 

  この調査は、「第一次調査」、「第二次調査」に区分して実施する。 

 

５ 調査の対象者 

(1) 第一次調査 

   県内に居住する６５歳以上の高齢者約３０万人（平成２５年１０月１日現在）の中から、

住民基本台帳等により無作為抽出した約１，５００人を調査対象とする。 

(2) 第二次調査 

   第一次調査により全般的に認知機能の低下等が疑われる高齢者を対象とする。 

 

６ 調査事項 

(1) 第一次調査 

世帯・家族状況、日常生活状況、身体・精神面の健康状態、認知機能の状況等 

(2) 第二次調査 

   認知症の種類・程度に関する事項、健康状況等、介護サービス等の利用状況、介護者の状

況等 

 

７ 調査の方法 

(1) 第一次調査 

県厚生センター職員及び県が委託した市町村等の調査員が調査対象者宅等を訪問し、本人 

及び家族等から聞き取り調査を行う。 

 

(2) 第二次調査 

   県が依頼した精神科医及び厚生センター・保健所の保健師が調査対象者宅等を訪問し、直接

本人に面接して調査を行う。 
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８ 調査の日程 

(1) 第１回実施委員会の開催 

   平成２６年２月１０日 

(2) 第２回実施委員会の開催 

   平成２６年３月１８日 

(3) 第一次調査調査員説明会 

   平成２６年６月上旬 

(4) 第一次調査 

   平成２６年６月から平成２６年８月 

(5) 第一次調査スクリーニング 

   平成２６年９月 

(6) 第３回実施委員会の開催 

   平成２６年９月 

(7) 第二次調査調査員説明会 

   平成２６年９月 

(8) 第二次調査 

   平成２６年１０月から平成２６年１２月 

(9) 第４回実施委員会の開催 

   平成２７年３月 

(10) 報告書の印刷 

   平成２７年３月下旬 

 

９ 調査の集計及び分析 

  富山県厚生部（高齢福祉課）及び委託事業者が集計・分析し、富山県認知症高齢者実態調査

実施委員会に諮る。 

 

10 その他 

  この調査を実施するに当たっては、調査関係者は調査上、知り得た個人的内容について他に

漏らしてはならない。なお、この調査についての実施細目は別に定める。 
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富山県認知症高齢者実態調査実施委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 富山県認知症高齢者実態調査実施要綱３の規定に基づき、富山県認知症高齢者実態調査

実施委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所管事務） 

第２条 委員会は、富山県認知症高齢者実態調査を実施するにあたり、調査内容、方法、調査結

果の分析等その他必要事項を審議する。 

 

（組織） 

第３条 委員会の委員は 20 人程度とする。 

２ 委員は、次に掲げる者で構成する。 

 (1)精神科医師・神経内科医師 

 (2)学識経験者 

 (3)介護保険施設等関係団体の長 

 (4)関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は平成 27 年３月 31 日までとする。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

 

（意見の聴取） 

第６条 委員長は、議事の審査に関して必要があるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席

を求め、意見を聴取することができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、関係課との連携のもと、厚生部高齢福祉課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

 

附則 

 この要領は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 
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富山県認知症高齢者実態調査実施委員会名簿 

                                 （敬称略 50 音順） 

 氏 名 職 名 等 

阿部  進 富山地域包括・在宅介護支援センター協議会長 

伊東 尚志 富山県町村会長 

大島 茂義 富山県老人福祉施設協議会長 

角内  純 富山県小規模多機能型居宅介護事業者連絡協議会長 

笠島  學 富山県老人保健施設協議会長 

勝田登志子 社団法人 認知症の人と家族の会富山県支部 事務局長 

葛野 洋一 にいかわ認知症疾患医療センター長 

◎木戸日出喜 富山県精神科医会 会長 

黒澤  豊 富山県厚生センター（支所）・保健所長会長 

島﨑 正夫 谷野呉山病院認知症疾患医療センター 専門医 

鈴木 道雄 

国立大学法人 富山大学大学院医学薬学研究部 神経精神医学講座 

教授 

関根 道和 

国立大学法人 富山大学大学院医学薬学研究部 疫学・健康政策学

講座 教授 

高橋 正樹 富山県市長会長 

高橋 洋一 富山市保健所長 

高原 啓生 富山県介護支援専門員協会長 

田中耕太郎 国立大学法人 富山大学附属病院 神経内科 教授 

古田 壽一 

（平成 25 年度） 

引網 純一 

（平成 26 年度） 

富山県心の健康センター所長 

福田  孜 富山県医師会 顧問 

前田かつら 市町村保健師研究連絡協議会長 

高木美智子 

（平成 25 年度） 

松岡 節子 

（平成 26 年度） 

富山県保健師長会長 

山田 和子 富山県認知症高齢者グループホーム連絡協議会長 

吉田 光宏 北陸病院認知症疾患医療センター長 

渡辺 多恵 富山県医師会 理事 

合計 23 名   

◎は委員長 
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２ 平成 26 年度富山県認知症高齢者実態調査の実施経過 

 

項  目 時  期   内  容 

富山県認知症高齢者実態調査 

実施委員会への委員就任依頼 

平成 26 年 1月    

第１回実施委員会        2 月 10 日 

・ 

・ 

・ 

調査の概要 

実施方法及び今後のスケジュール 

調査項目（案）の検討 

第２回実施委員会        3 月 18 日 

・ 

・ 

実施方法 

調査項目（案）の検討 

第一次調査 

調査員説明会・研修会 

6 月 5 日 ～ 6 月 9 日 

・ 

県厚生センター職員及び県が委託し

た市町村等調査員に対する説明会・研

修会(県内４会場で実施) 

第一次調査実施 6 月 9 日 ～ 8 月 31 日 ・ 調査員による訪問調査 

第二次調査 

調査員説明会 

9 月 30 日 ～ 10 月 1 日 ・ 

県が依頼した保健所・厚生センター保

健師への説明会 

第一次調査 

スクリーニング審査会 

       10 月 8 日 ・ 第二次対象者の選定 

第３回実施委員会        10月14日 

・ 

・ 

第一次調査の実施状況報告（速報値） 

第二次調査の実施体制、スケジュール 

第二次調査医師説明会        10月17日 ・ 県が依頼した協力医師への説明会 

第二次調査実施 10 月 20 日 ～ 12 月上旬 ・ 

精神科医と保健所・厚生センター保健

師による訪問調査 

調査の集計・解析 

12 月  ～  

    平成 27 年 3 月 

・ 調査データの集計・解析 

第４回実施委員会 平成 27 年 3月 17 日 

・ 

・ 

調査報告、集計・解析内容の検討 

調査報告書の作成 
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３ 調査票（第一次調査・第二次調査） 
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